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じゃんけんポン！じゃんけんポン！じゃんけんポン！じゃんけんポン！じゃんけんポン！じゃんけんポン！じゃんけんポン！
　５月５日　　、「『かずの子の
マチ留萌』フェスタ」がるしん
ふれ愛パーク（船場公園）で開
かれました。
　会場では、訪れた家族連れら
が「ＫＡＺＵＭＯちゃんとじゃ
んけん大会」などのアトラク
ションを楽しんでいました。

６

特集／ＪＲ留萌線の現況について①
特集／留萌市応援寄附の運用状況について
特集／活用しよう！お茶の間トーク
特集／留萌市地域防災計画を改定しました

健康ひろば
連載／防災コラム①

－－

－－

特集／男女共同参画社会を実現するために

－

－

－ 留萌市情報アンテナ

今月の主な内容 
くらしのお知らせ
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　皆さんとの情報共有を図るため、ＪＲ北海道および留萌線（深川
～留萌間）に関する国や北海道の考え方などついてお知らせします。

ＪＲ留萌線　　　の
現況について①

市・政策調整課　　４２‐１８０９問

▼ＪＲ留萌線（深川～留萌間）
の平成 28 年度輸送密度（１
キロメートル当たりの１日平
均輸送人数）は 188 人となっ
ており、輸送密度が２千人を
超えていた昭和 50 年度と比
較すると、２千人以上も少な
くなっています。

　皆さんとの情報共有を図るため、ＪＲ北海道および留萌線（深川
～留萌間）に関する国や北海道の考え方などついてお知らせします。

ＪＲ留萌線（深川～留萌間）の利用状況

特 集
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国と北海道それぞれの考え方

　市では、皆さんと「ＪＲ留萌線（深川～留萌間）の今後」について十分に協議しながら、ま
ちや皆さんにとって最善の方向性を示していきたいと考えています。皆さんのご協力をよろし
くお願いします。

国の考え方

北海道の考え方

　ＪＲ北海道、そして地域の
皆さま方、そして国が一体と
なって検討していくことが重
要である。
　経営安定基金は、元本をＪ
Ｒ北海道に渡した後はＪＲ北
海道において自主的に運用さ
れるもので、その運用益が金
利によって変動することは、
当初から想定された仕組みで
ある。
　運用益が減少していること

から、国土交通省としては、
ＪＲ北海道に対し、経営安定
基金の運用益の下支え、経営
安定基金の実質的な積み増
し、設備投資に対する助成や
無利子貸付など累次にわたっ
て支援を行ってきている。
　そもそも、ＪＲ北海道が厳
しい経営状況に置かれている
のは、経営安定基金の運用益
が減少していることのみなら
ず、むしろ地域の人口減少や

マイカーなどの他の交通手段
の発達により、路線によって
は輸送人数が大きく減少し、
鉄道特性を発揮しづらい路線
が増加していることも大きな
要因であると考えている。
　今後、ＪＲ北海道による鉄
道事業の運営を含め、地域に
おける持続可能な交通体系を
構築していくことが重要なこ
とであると考えている。　

▼石井啓一・国土交通大臣は、平成 29 年７月 28 日の記者会見で「ＪＲ北海道の事業範
囲の見直し」について次のように述べています。（以下、要旨を掲載）

▼北海道では、平成 30 年３月に策定した「北海道交通政策総合指針」の中で「ＪＲ北海道
単独では維持困難な線区に対する考え方」について次のように示しています。（以下、原文ママ）

　個別の線区は、存廃などの
結論や優先度を示したもので
はなく、道内の鉄道網が直面
する厳しい環境や鉄道が果た
している役割などを踏まえ、
道が総合的な交通政策を推進
する上での基本的な考え方を
全道的な観点から示したもの
であり、指針の考え方を参考
に、今後、鉄道事業者はもと
より、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえ

た検討・協議を更に進める。
　ＪＲ北海道の経営再生に向
けては、これまでの経緯を踏
まえ、引き続き、国が中心的
な役割を担うべきである。持
続的な鉄道網の確立に向け
て、経営に責任を有するＪＲ
北海道の徹底した経営努力を
前提に、国の実効ある支援と
ともに、住民の最適な公共交
通を確保する観点から、地域
においても可能な限りの協

力・支援を行うことが重要で
ある。
【 留萌線（深川～留萌間） 】
　2019 年度の鉄道路線と並
行する高規格幹線道路の全面
開通を踏まえ、利便性の高い
最適な公共交通ネットワーク
の確保に向け、今後の活力あ
る地域づくりの観点に十分配
慮しながら、他の交通機関と
の代替も含め、地域における
検討・協議を進めていく。

（深川～留萌間）

▼ＪＲ北海道は、安全最優先で持続可能な
鉄道事業を推進するため、平成 28 年 11
月 18 日に「当社単独では維持することが
困難な線区について」を発表しました。
　ＪＲ北海道では、この発表の中で「当社
単独では維持することが困難な線区」を輸

ＪＲ北海道の発表

送密度 200 人未満の線区などと定め、Ｊ
Ｒ留萌線（深川～留萌間）を含む要件に該
当する 13線区に対する考え方を示してお
り、「ＪＲ留萌線（深川～留萌間）に対す
る考え方」について次のように示していま
す。（以下、原文ママ）

●平成 28年度収支状況
（ＪＲ留萌線（深川～留萌間））

（億円）
　8

　4

　0

総　額
7億 4,700 万円

収　益
7,600万円

損　益
▲6億 7,100 万円

平成28年度の輸送密度は、台風10号による影響を除くため、
9 月から 12 月までの４カ月間を除いた数値です。

※

●年度別輸送密度（ＪＲ留萌線（深川～留萌間））
（千人）
　３

　２

　１

　０
H28

2,245人

1,582人

654人
427人

188人

収　　入 費　　用 　極端にご利用が少ない線区であり、平成
31 年度には並行する高規格道路が全通す
る予定の線区。また、老朽化したレールや
橋梁があり維持管理に苦慮しているほか、
冬期間には吹き溜まりが多発し、除雪等の
対応に苦慮している線区。なお、運営赤字
と別に老朽土木構造物の維持更新費用とし
て今後 20 年間で 30 億円程度が必要。

◆留萌線　深川－留萌　50.1km

Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ２

1,582人1,582人

654人654人
427人427人

188人188人

２千人以上も減少

【 】 【 】
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留萌市応援寄附の
運用状況について

市・政策調整課　　４２‐１８０９問

特 集

広報るもい　2018（平成 30）年 ■６月号

▼市では、平成 20 年９月に「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例を定め、「ふるさと・
るもいの応援団」からの寄附を生かしたまちづくりを進めています。

温かいメッセージが応援者から届きました
※一部を抜粋

平成 28 年度末
累  計  額

1,866 万 7,515 円

527 万 8,000 円

76 万 2,000 円

644 万 6,313 円

272 万 9,167 円

112 万 3,759 円

2,295 万 7,000 円

5,796 万 3,754 円

留萌市応援寄附条例に基づく寄附金等積立分

活用金額

－

－

－

－

18万 0,503 円

－

－

44万 0,000 円

62 万 0,503 円

2,074 万 1,207 円

1,641 万 7,732 円

108 万 1,018 円

765 万 5,330 円

293 万 9,756 円

2,055 万 9,702 円

2,486 万 2,504 円

9,425 万 7,249 円

平成 29 年度

活用金額

1,683 万 7,740 円

－

132 万 7,539 円

－

１億 8,242 万 3,350 円

72 万 4,203 円

積立金額

16万 0,008 円

1 万 5,108 円

18 万 0,000 円

1,432 円

積立金額

206 万 9,294 円

4,398 円

1,113 万 9,732 円

31 万 9,018 円

138 万 9,520 円

21 万 0,589 円

1,943 万 5,943 円

234 万 5,504 円

3,691 万 3,998 円

合　　　　計
　市では、「ふるさと・るもいの応援団」からの寄附を活用しながら、
さまざまな事業に取り組んでいます。

留萌市　政策調整課 検　　索

「『若者たちが萌えるまち』留萌市応援寄附」の詳細については、市ホームページ（http://
www.e-rumoi.jp/）をご覧ください。

　皆さんからいただいた寄附金は、「誇りをもって未来を担う子どもたちに引き継ぐまちづく
り」を進めるため、引き続き活用させていただきます。

◎

寄附金の運用状況

「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附

▼寄附金は、特産品などの経費を差し引いた金額を基金として積
み立て、該当する事業費の一部として活用しています。

■留萌市応援基金の状況（平成 29 年度末現在）

■その他基金の状況（平成 29 年度末現在）

寄附事業の区分（略称）

萌える若者たちのまちづくり

基金運用益

ふるさとの海づくり・里山づくり

ニ シ ン 文 化 の 継 承

食 の ブ ラ ン ド 化、 食 育

健康で輝きのある元気づくり

安心して暮らせる地域医療づくり

こ ど も の 健 全 な 育 成

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

合　　　　計

基金の名称

留 萌 市 社 会 福 祉 振 興 基 金

基金運用益

留 萌 市 芸 術 文 化 振 興 基 金

基金運用益

合　　　　計
平成 29 年度平成 28 年度末

累  計  額

１億 9,908 万 5,974 円

187 万 0,310 円

　平成 29 年度は、寄附件数が延べ 3,381
件（個人 3,376 件、団体５件）、総額 5,974
万 8 円となりました。
　また、地域別では、道内 16 件（うち留
萌市５件）、道外 46 件、その他住所非公表
3,319 件でした。

◆北海道の出身で、留萌にも一度訪れたことがありま
　す。ふるさと北海道への寄附がしたいと考えました。

◆旅行で訪れました。今後も美しい自然を残していっ
　てほしいですね。

◆テレビで留萌市のことをよく見ていますので、一度
　行ってみたいと考えています。

「留萌市応援寄附金（ふるさと納税）返礼品」協力事業者の募集について

▼市では、まちの魅力や特産
品などをＰＲするとともに、
地域経済の活性化への相乗効
果を図るため、「留萌市応援
寄附金（ふるさと納税）返礼
品」への提供を希望する協力
事業者（市内に本社または支
社などがある事業者）を募集

しています。
　協力事業者および特産品の
選定については、市の募集要
項に基づいて実施します。な
お、「留萌市応援寄附金（ふ
るさと納税）返礼品」に選定
された場合には、取りまとめ
業者である「株式会社さとふ

る」との契約が別途必要とな
ります。詳しくは、下記へお
問い合わせください。

●特産品などに関すること　　　　　株式会社さとふる　　　０３-６８９５-１８８３

●ふるさと納税制度に関すること　　　市・政策調整課　　　　４２-１８０９

留萌市のＰＲに向け、まち
の魅力を伝えることができ
る特産品やサービスなどを
募集しています。

問

問

●平成 29年度の寄附状況

■平成 29 年度活用事業

【 食のブランド化、食育　　　　18万 0,503 円 】
◎るもい子ども食・農体験支援事業

◎魚食普及事業

【 こどもの健全な育成　　　　　55万 0,000 円
（基金取り崩し 44万円・その他寄附金活用 10万円） 】

◎留萌百年物語事業
　（児童・生徒向け冊子を作成）

　子どもたちに食や地域農業への関心を高めて
もらうため、市内在住の親子らを対象とした野
菜の収穫体験会などを実施しました。

　市内在住の親子らを対象
としたウニの殻むき体験会
などを実施しました。

　子どもたちに郷土の歴史や
文化への関心を高めてもらう
ため、先人たちの功績などを
掲載した冊子を作成し、市内
の小中学校に配布しました。
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　市では、「お茶の間トーク」を通じ、市の計画や事業などに関す
る皆さんからの疑問に対応しています。

活用しよう！
お茶の間トーク

市・政策調整課　　４２‐１８０９問

特 集

広報るもい　2018（平成 30）年 ■６月号

市・政策調整課（〒 077-8601 留萌市幸町１丁目 11番地）
４２-１８０９　　　　　４３-８７７８　　　　　kikaku@e-rumoi.jp

問
FAX メール

▼お茶の間トークは「市政について市民の知
る権利を保障する」「市民の市政に対する関
心を深め、意識啓発を図る」「市民の意見・
要望を聴き取り、市民参加による市政振興を
推進する」の３つを目的にしています。

●用途に合わせた２つのお茶の間トーク
　皆さんから申し込みを受けて市の仕事や取り組みなどについて説明に伺う「出前トーク」、
市の担当課がテーマを設けて説明会や意見交換会などを開く「出張トーク」があります。

「防災意識を高めましょう！」の開催が
５回と最も多く、合わせて 109 人が参
加しました。

【 平成 29 年度の開催状況 】
　出前トークの開催は 14 回で、参加者
は合わせて 241 人でした。なお、出張
トークの開催はありませんでした。

▼ 63 種類のメニューの中から関心のある
テーマをお選びください。また、メニュー以
外のテーマにも対応していますので、申し込
みの際にお問い合わせください。
　なお、開催時間は午前９時から午後９時ま
でで、１回につき２時間程度となります。市
内で開催できる会場をご用意ください。
●参加人数について
　参加人数は５人以上から受け付けていま
す。定員は説明会がおおむね 20 人、意見交
換会などがおおむね 15 人までとなります。
なお、メニューによっては、定員を超えた申
し込みも受け付けます。

「出前トーク」の申込方法について

　申込書に「申請者の連絡先」などの必要
事項を記入してください。申込書は、市ホー
ムページ（http://www.e-rumoi.jp/）でダ
ウンロードできるほか、市・政策調整課（市
役所本庁舎２階）で配布しています。

①申込書に必要事項を記入

　開催希望日の２週間前までに電話やファ
クス、電子メールなどで市・政策調整課へ
お申し込みください。

②市・政策調整課へ申し込む

「お茶の間トーク」とは

「出前トーク」メニューの一覧

【 暮らし・環境 】

①市民の豊かな環境意識の向上「留萌市環境基本計画」
②市民の恵まれた自然と健康な暮らし「留萌市の環境」
③市民の家庭でできることがいっぱい！「地球温暖化
　防止対策」
④ごみの分別について　　　　　　　　　　　　
⑤知って得する税の「豆知識」
⑥きちんと理解しましょう「年金制度」　　　　　
⑦留萌市民ボランティア制度

⑧協働ってなに？　　　　　　　　　　　　　　
⑨民生委員・児童委員の活動と市民の協力について
⑩沖見配水場・高区配水池の整備事業を進めています
⑪飲料水はこうして作られる（浄水場）
⑫水道料金で運営しています！
⑬水道料金のしくみ
⑭ここで「きれいな水」にしています～浄化センター～
⑮下水道に接続しましょう！
⑯下水道をつくるために…

【 保健・福祉 】

①健康を核としたまちづくりとるもいコホートピア
②知って防ごう生活習慣病
③おいしく食べて、いきいき健康
④第３次留萌市食育推進計画について
⑤笑顔で健康！「特定健診・保健指導」
⑥おしえて「国民健康保険」
⑦おしえて「後期高齢者医療」
⑧介護保険制度について

⑨生活保護制度について
⑩障害福祉サービスってなに？
⑪高齢者の在宅福祉サービスについて
⑫成年後見制度～判断力が低下した方の財産と暮らし
　を守る～
⑬高齢者の相談窓口「地域包括支援センター」
⑭みんなで学ぼう認知症！
⑮留萌市立病院看護部出前講座

【 教育・子育て 】

①～子どもたちの生きる力　夢・希望・笑顔あふれるまち
　づくり～「留萌市子ども・子育て支援事業計画」について
②広げよう子育ての輪「子育て支援センター」
③～地域とともにある学校づくりをめざして～「留萌
　市版　コミュニティ・スクール」について
④～子どもたちの望ましい教育環境のために～「留萌市
　立小中学校の適正規模等に関する基本方針」について
⑤生涯学習ってなに？
⑥留萌市民の貴重な財産～留萌市の文化財について～

【 防災・防犯 】

①防災意識を高めましょう！
②あなたの家は大きな地震に耐えられますか？
③交通事故から身を守るために
④「賢い」消費者になりましょう！
⑤犯罪に巻き込まれないために
⑥留萌市国民保護計画について

【 身近な市政 】

①みんなでつくる　まち・ひと・きぼう　次の時代へ
　続く留萌［第 6次留萌市総合計画］
②
③
④留萌市応援寄附（ふるさと納税）について
⑤市の財政～規律を守り健全で持続可能な財政運営を
　進めるために～
⑥わかりやすい地方公務員制度
⑦情報公開制度と個人情報保護制度について
⑧社会保障・税番号（マイナンバー）制度について
⑨男女共同参画社会の実現に向けて

⑩登録してみませんか　安心情報メールマガジン
⑪橋は壊れないの？
⑫港を知って、みなと・まちづくり
⑬ポート・ウォッチング「お茶の間ウォッチング」
⑭飛び出せ！　るもいびと　～市民活動推進条例～
⑮「市立病院改革プラン」ってなに？
⑯地域公共交通活性化・再生総合事業について
⑰漁業振興に向けた産学官連携事業
⑱幌糠農業・農村支援センターの取り組みについて
⑲なぜ地籍調査が必要か？
⑳市民と議会の約束（留萌市議会基本条例を理解するために）

市民社会への扉［留萌市自治基本条例］
市民社会への扉［留萌市自治基本条例］

自治ってなに？編
教えて！自治基本条例 編

※メニュー以外のテーマをご希望の方は、市・政策
　調整課へご相談ください。
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市・総務課　　５６‐５００５問

特 集
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　市では、災害に強い安心・安全なまちを目指し、「留萌市地域
防災計画」を推進しています。

留萌市地域防災計画を
改定しました

留萌市　総務課 検　　索

「留萌市地域防災計画」「留萌市防災ガイド・マップ」の詳細につい
ては、市ホームページ（http://www.e-rumoi.jp/）をご覧ください。

　市では、平成 29 年２月に新たな「津波・洪水浸水想定区域」が公
表されたことを受け、「留萌市防災ガイド・マップ」を新しく作り直
しました。新しいガイドマップでは、浸水想定マップや防災への備え
などを掲載しています。皆さんの防災活動にぜひお役立てください。

◎

「留萌市地域防災計画」とは

避難情報が発令された場合には

▼災害時は、防災気象情報に注目するとともに、身を守るための早目の行動を心掛けましょう。
また、警報が発表された場合には、速やかに避難行動を開始しましょう。

▼市では、災害が発生した場合、人的被害への危険度に応じて３段階の避難情報を発令しま
す。避難情報が発令された場合には、速やかに避難行動を開始しましょう。

▼留萌市地域防災計画は、災害対策基本法および留萌
市防災会議条例に基づき、市民の命や財産を守るため、
市内で発生する災害への備えに対し、万全を期するこ
とを目的に作成された計画です。
　市では、防災対策の強化などを図るため、「留萌市
地域防災計画」の大幅な改定を行いました。

　　避難準備・
高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

【 発令時の状況 】

　人的被害が発生する恐れ
がある状況です。避難に時
間がかかる方は避難行動を
開始しましょう。

年配の方や障がいがある
方は避難行動を開始する

家族に連絡するなど避難
準備を進める

不安な方は自主的に避難
場所へ移動する

◎

◎

◎

【 発令時の状況 】

　人的被害が発生する危険
性が明らかに高まっている
状況です。直ちに避難行動
を開始しましょう。

避難が必要な地域の方は
指定の避難所に移動する

みんなで協力し合いなが
ら、避難行動を取る

避難が困難な場合は、命
を守る行動を取る

◎

◎

◎

【 発令時の状況 】

　人的被害の発生またはその
危険性が非常に高まっている
状況です。冷静に命を守る
最善の行動を取りましょう。

まだ避難していない方は
直ちに避難行動を取る

屋外への避難が危険な場
合は、高い場所（建物の
２階や安全なビルなど）
に移動する

◎

◎

■防災気象情報
▼防災気象情報は、気象庁が発表している気象や地震、火山などに関する予報や情報の総
称で、災害から身を守るための情報（注意報・警報・特別警報）などが含まれます。
●災害時に発表される主な防災気象情報

注意報 警　報 特別警報
気象情報などに注目する
避難場所や非常時持出品な
どを確認する
風雨などに備え、家屋を
チェックする

◎
◎

◎

避難準備を進める（状況に
応じて自主的に避難行動を
取る）
市の避難情報を確認し、避
難行動を開始する

◎

◎

直ちに避難所へ移動する

屋外への避難が危険な場合
は、建物の中で命を守る行
動を取る

◎

◎

　最大震度５弱以上と予想される規模の地震
が発生した場合、震度４以上と予想される地
域に「緊急地震速報（警報）」が発表されます。
　このうち、特別警報の扱いとなるのは、最
大震度６弱以上と予想される場合です。

　予測される津波の高さに応じ、「津波注意
報（0.2 ～１ｍ）」「津波警報（１～３ｍ）」「大
津波警報（３ｍ以上）」がそれぞれ発表され
ます。このうち、特別警報の扱いとなるのは、
大津波警報です。

【 主な改定ポイント 】

◎

◎

◎

変更された避難基準や名称を修正

風害や地震災害への対応を追加

災害発生時の市民への情報伝達体
制を整備（緊急速報メール、市ホー
ムページ、Ｌアラート（災害情報
共有システム）などの活用）

【 地震の特別警報 】 【 津波の特別警報 】

【 想定される災害 】
◎住宅の損壊や孤立 
◎落雪　　◎車の立ち往生

【 想定される災害 】
◎吹き溜まり　　◎視界不良 
◎車の立ち往生　◎飛散物

【 想定される災害 】
◎住宅の損壊
◎飛散物　　　　◎歩行困難

▲留萌市防災ガイド・マップ

大　雨 大　雪

波　浪 暴風雪

高　潮 暴　風

【 想定される災害 】
◎土砂災害　　◎浸水 
◎冠水

【 想定される災害 】
◎護岸や道路の破損 
◎沿岸の越波と冠水

【 想定される災害 】
◎沿岸部の浸水や冠水
◎護岸や住宅の破損
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▼男女共同参画社会とは、「男女が自らの意思で、社会
のさまざまな活動に参画する機会が確保され、社会的な
利益などを受けることができ、互いに責任を担う社会」
のことを言います。
　男女共同参画社会を実現するためには、男女を問わず
誰もが活躍できる職場環境の整備などが不可欠です。 市・政策調整課　　４２‐１８０９問

特 集

　市では、「留萌市男女共同参画基本計画（平成25 ～ 34年度）」に基
づき、男女を問わず誰もが活躍できるまちづくりを推進しています。

男女共同参画社会を
実現するために

　誰もが希望や夢を持って暮らせるまちづくりを推進するためには、「行政」「市民」「事業者」
「地域団体」「関係機関」が連携するとともに、私たち一人一人が「職場」「家庭」「地域社会」
のそれぞれで意識改革を進めることが大切です。

互いに尊重し合い、協力し合いながら、誰もが活躍できるまちを共につくりましょう。

「男女共同参画週間」が始まります

▼毎年６月 23 日から 29 日までの１週間は、
「男女共同参画週間」です。
　国では、「男女共同参画週間」の普及など
を目的に「スポーツに関わるあらゆる分野で
の女性の参画を推進し、さまざまなスポーツ

■平成30年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

走り出せ、性別のハードルを越えて、今

に男性も女性も親しみ、チャレンジし、活躍
できるようになるためのキャッチフレーズ」
の公募を行いました（募集期間：平成 30 年
１月 12 日～２月 28 日）。平成 30 年度の
キャッチフレーズは次のとおりです。

北の女性 検　　索

道民女性の活躍を推進する取り組みなどについては、「北の女性★元気・活躍・応援サ
イト」ホームページ（http://www.l-north.jp/katsuyaku/）をご覧ください。

◎

■女性の活躍を推進しています

■「北海道女性の活躍支援センター」をご活用ください

▼北海道などで構成する「北の輝く女性応援会議」では、「女性の活躍応援自主宣言」「女性
の活躍を応援するリンケージメッセージ」をそれぞれ募集しています。詳しくは、下記へお
問い合わせいただくか、「北の女性★元気・活躍・応援サイト」ホームページをご覧ください。

▼「北海道女性の活躍支援センター」で
は、仕事や子育て、介護など女性のライフ
ステージに応じたさまざまな相談に対応し
ています。詳しくは、右記へお問い合わせ
いただくか、「北の女性★元気・活躍・応
援サイト」ホームページをご覧ください。

　　北海道女性の活躍支援センター
　　０１１-２０４- ５７１１　　　　　　　　　
　　kitanojyosei@sirius.ocn.ne.jp

　　開館日

　　休館日

問

メール

日

誰もが活躍できるまちへ

　市では、それぞれの個性や能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目
指し、「留萌市男女共同参画基本計画」に基づいた施策を進めています。

月・火・木・金  10：00 ～ 16：00
　　水・土　　  10：00 ～ 13：00
日曜日、祝日、年末年始

▼「留萌市男女共同参画基本計画」では、男女共同参画基本法に基づき、誰もが活躍できる男
女共同参画社会を実現するための５本の柱（基本理念）を掲げています。

男女共同参加社会を実現するための５本の柱

■留萌市男女共同参画基本計画（平成25～34年度）

男女の人権の尊重

　個人としての尊厳を重んじ
るとともに、男女の差別をな
くし、男女を問わず個人とし
て能力を発揮する機会を確保
する必要があります。

社会における制度または
慣行についての配慮

　男女の固定的な役割にとら
われず、さまざまな活動がで
きるように社会の制度や慣行
の在り方を考える必要があり
ます。

国際的協調

　男女共同参画を進めるため
には、国際社会との協調も大
切です。他の国々や国際機関
と相互に協力して取り組む必
要があります。

政策などの立案および
決定への共同参画

　男女が社会の対等なパート
ナーとして、あらゆる分野で
の方針の決定に参画できる機
会を確保する必要がありま
す。

家庭生活における活動と
他の活動の両立

　男女が対等な立場で協力し
合い、家族の役割を果たしな
がら、仕事や学習、地域活動
などができるようにする必要
があります。

　　北海道環境生活部くらし安全局道民生活課　　　０１１-２０６- ６９５４問
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 凡例 →　　日程・日時　　　場所・会場　　　対象　　　定員　　　 費用　　　内容　　　申込方法など
　　　　　　問い合わせ　　　電話　　　　ファクス　　　ホームページ　　　　メールアドレス　　問 FAX ＨＰ メール

日 所 対 定 費 内 申

くらし  お知らせの知りたい情報が
いっぱい ！

▲市の木「アカシア」

▼市の花
　「ツツジ」
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　　留萌南部衛生組合
　　４３-２５５５／４３-２５８８
問

▼収集の申し込みは、収集日２日前（閉庁日の場合
はその前の平日）の午後３時までに下記へお願いし
ます。
●６月の粗大ごみ収集日 日 所

「６月の粗大ごみ収集日」についてご　み

13日 大町、瀬越町、港町、明元町、幸町、本町

14日 寿町、礼受町、浜中町、沖見町、平和台

15日 見晴町、宮園町、錦町、開運町、栄町

20日
三泊町、塩見町、春日町、元町、船場町、
花園町、末広町、旭町

21日
住之江町、泉町、野本町、千鳥町、元川町、
神居岩、堀川町、高砂町、五十嵐町

22日
緑ケ丘町、東雲町、南町、潮静、大和田、
藤山町、幌糠町、中幌、樽真布町、南幌、
峠下町、東幌

家政婦さんをご紹介するために、家政婦さんと
して働いてみたい方の登録を受け付けています。

家事のお手伝いからお年寄りの介護まで
皆さんの生活をサポートします

家政婦さんをご紹介します

江戸薬局
ハウスキーパーバンク留萌市錦町 3 丁目

☎42-0697 ☎42-0697お問い合わせは 

江戸薬局
グループ 

（江戸薬局内）

ちくのう症・慢性鼻炎・鼻づまりによく効きます。
《生薬製剤》

「狂犬病予防注射」はお済みですか暮らし

●市内の動物病院（順不同）

　
　
　
　　市・環境保全課　
　　４２-１８０６
問

６月は「環境月間」です環　境

▼環境の保全について、広く関心と理解を深めてい
ただくため、６月に「環境パネル展」を開催します。
　環境パネル展では、環境の保全を呼び掛けるパネ
ルの展示をはじめ、環境に優しい「環境石けん」の
展示や試供品の提供などを行います。
　ぜひご参加ください。
●環境パネル展

　　市・環境保全課　　　４２-１８０６

中央公民館ロビー

るもいプラザ「まちなか賑わい広場」

保健福祉センターはーとふる１階ロビー

会　　場日　　程

４

11

18

日

日

日

８

15

22

日

日

日

～

～

～

問

留萌ペットクリニック
はしばトントン動物病院
る も い 南 町 動 物 病 院

（電話：43-7334）
（電話：43-5621）
（電話：42-4208）

◎
◎
◎

■ 空き地の管理について

▼毎年、この時期に草木が生い茂る空き地が見られます。
　草木が生い茂ると害虫が発生したり、ごみのポイ捨てなどの原因となるため、
地域の環境衛生の悪化につながります。
　管理者は、空き地の草刈りをするなど適正管理に努めましょう。
　　市・環境保全課　
　　４２-１８０６
問

▼市民を対象にした無料法律相談会を開催します。
旭川弁護士会に所属する弁護士が、皆さんの相談に
応じます。
　相談会に参加するためには予約が必要です。開催
前日までに市・市民課へお申し込みください。なお、
参加予約は先着順となります。
　　６月 20 日　  　
　　13：00 ～ 16：00（30 分× 6 枠分）
　　保健福祉センターはーとふる１階１号会議室
　　６月 19 日　 まで（土・日曜日を除く）
　　市・市民課　
　　５６-５００３

「留萌市内無料法律相談会」のご案内暮らし

問

日

所
申

▼犬の飼い主には、狂犬病予防法で年に１回の狂犬
病予防注射が義務付けられています。
　なお、狂犬病予防注射
は市内の動物病院で受け
ることができます。６月
末までに必ず受けましょ
う。

▼風土工房こさえーるでは、定期的に料理講習会を
開催しています。６月は「手作り麺つゆ、練り味噌」
の料理講習会を開催します。ぜひご参加ください。
　　６月 15 日　　9：00 ～　　　
　　10 人

　　講師：食を楽しむネットワーク「秋桜」　

※

　　風土工房こさえーる　　　４３-４５５６

日
定
費

内
申

問

当日はエプロンや三角巾、マスクをご持参くださ
い。

「風土工房こさえーる料理講習会」の
ご案内学　ぶ

６月１日　 から 12 日　 までに下記へお申し
込みください。（土・日・月曜日を除く）

▼温水プール「ぷるも」を一般開放します。詳しく
は、下記へお問い合わせください。
　　開放日・時間

※

　　利用料金 
◎一般・学生 500 円　◎ 65歳以上・障がい者 300 円
◎高校生 250 円  ◎中学生 150 円  ◎小学生 100 円
※このほか、お得な回数券（６枚つづり）があります。
　　市・教育委員会生涯学習課　　　４２-０４３５

温水プール「ぷるも」の一般開放の
ご案内学　ぶ

問

日

費

▼国民健康保険加入者を対象にした脳ドックを市内
医療機関（会場は問診票を郵送する際に通知）で実
施します。
　　

　　150 人（申込多数の場合は抽選）  
　　5,000 円
　　

　　市・市民課　
　　４２-１８０５

「国保脳ドック」を実施します保　健

国民健康保険加入者のうち、昭和 19 年 4 月 1
日から昭和 54 年 3 月 31 日までに生まれた方

（平成 30 年度で 40 歳以上 74 歳以下の方）
※脳疾患で治療中、経過観察中の方は受診でき
　ません。

対

定
費
申

問

６月 1 日　 から 12 日 　までに下記へお申し
込みください。（土・日曜日を除く）
※前年度、受診された方は申し込みできません。

図書館からのお知らせ学　ぶ

▼６月の催しおよび休館日は、次のとおりとなりま
す。詳しくは、下記へお問い合わせください。
●乳幼児向けおはなし会（おはなし玉手箱）11：00 ～
 ・
●映画会  10：30 ～
 ・

 ・
●休館日  
 ・ 
　月曜休館　
 ・
　　市立留萌図書館　　　４２-２３００

８

16

17

４

29

日

日

日

日

日

「とぶ」　　　・23 日　 「おえかき」

「くまのプーさん　クリストファー・
ロビンを探せ！」（アニメ・70 分）

「雨に唄えば」（洋画・103 分）

館内整理休館

／ 11 日　  ／ 18 日　  ／ 25 日　  

問

参加料　1,300 円（内訳：麺つゆ１本（1.8ℓ）
1,200 円、練り味噌１個（約 200g）100 円）いずれも正午から午後 1 時までは昼休みのため、

休館となります。

　７月４日　 ～ 25 日　 の
　水・土曜日

 ７月 26 日 　～８月16日　
 の水～日曜日

 ８月 18 日　 ～９月29日　
 の水・土曜日

水　15：00 ～ 20：00

土　10：00 ～ 20：00

水・土　10：00 ～ 20：00

  木・金・日
　　　　　10：00 ～ 16：00

水　15：00 ～ 20：00

土　10：00 ～ 20：00

開　　放　　日 時　　　　　間
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■ 「市民活動振興基金助成金」のご案内

▼市では、市民活動を行う団体に対し、事業経費の一部を
助成しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　　　

問

【 助成額 10 ～ 30 万円（助成率１／２以内） 】
◎ＮＰＯ法人格取得に係る経費
【 助成額１～ 20万円（助成率２／３以内） 】
◎人材育成事業　　　◎調査研究事業
◎イベント開催事業
【 助成額１～ 20万円（助成率１／２以内） 】
◎団体の新規立ち上げに係る経費
◎既存事業の拡大、新事業の立ち上げに係る経費

申 ７月２日　 までに下記へお申し込みください。
（土・日曜日を除く）
※助成金の予算額に達し次第、申請受付を終了します。

　　市・政策調整課　　　４２-１８０９

▼道営住宅の入居者を募集します。　
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　①住宅に困窮している方
　　②公営住宅法に定める収入基準に該当する方
　　③入居申込者および同居者が暴力団員でないこと
　　④過去に道営住宅での滞納がないこと
　　６月６日　 ～８日
　　※

◎今回の募集では、単身者の申し込みはできません。
◎

◎インターネット経由でも申請できます。
※

※入居は７月上旬以降となります。
※申し込みの際に印鑑や所得証明書などが必要です。
　　留萌振興局建設指導課　　　４２-８４５１　　
　　http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/

申込書は、６月４日　 から留萌振興局建設
指導課（留萌合同庁舎３階）で配布します。

対

申

問
ＨＰ

家賃は世帯の収入などで異なり、そのほか毎月共
益費、駐車場使用料が別途掛かります。

募集戸数を上回った場合は、６月 15 日 　に抽選
会を開き、入居者を決定します。

道営住宅の入居者募集について 留萌市以外から
 のお知らせ

▼総務省では、毎年６月１日を「電波の日」と定め、
６月 10 日までの「電波利用環境保護周知啓発強化
期間」、電波利用に関するルールの周知や啓発活動、
不法無線局対策を実施しています。
　また、総務省北海道総合通信局では、電波監視を
実施し、適正な電波環境の維持に努めています。
　電波に関する困りごとやご相談は、電話または電
子メールで下記へお問い合わせください。
　なお、電話受付は午前８時半から正午まで、午後
１時から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く）
となります。
　　総務省北海道総合通信局
　　０１１-７３７- ００９９
　　soudan-hokkaido@soumu.go.jp

６月１日は「電波の日」です

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

メール

▼事業所などで使用する特定計量器（はかり）は、
２年に１度の定期検査が義務付けられています。
　受検しない場合は、取り引きや証明上の計量など
に、はかりを使用することができなくなりますので、
ご注意ください。なお、前回の検査以降で新たに、
はかりを導入した事業所は下記へご連絡ください。
　　◎小型（１トン未満）６月 26 日　 ～ 28 日
　　◎大型（１トン以上）８月 24 日　 ／ 27 日
　　※検査場所は別途通知します。
　　市・経済港湾課　
　　４２-１８４０
　　北海道計量検定所旭川支所
　　０１６６-４６- ４９３７

「特定計量器」定期検査のお知らせその他

問

問

日

▼市では下記の電話番号を使い、特定健診の電話勧
奨を行っています。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　　市・市民課　　　４２-１８０５問

【 電話番号 】

◎４２-２３０１
　※この電話番号は発信専用となります。

「特定健診の電話勧奨」を実施して
います保　健

▼市では、平成 31 年度に採用する職員の採用試験
を実施します。募集要件など詳しくは、下記へお
問い合わせいただくか、市ホームページ（http://
www.e-rumoi.jp/) をご覧ください。
　　第１次試験　６月 23 日
　　募集区分（年齢要件は平成 31年４月１日現在）
　　①上級事務職（大卒、35 歳まで）… ５人程度
　　②上級土木職（大卒、40 歳まで）… 若干名

　　市・総務課　　　４２-１８０２問

日

申

「留萌市職員採用試験」のお知らせその他

※

６月８日　 までに申込用紙に必要事項を明記
し、市・総務課（〒 077-8601 留萌市幸町１
丁目 11 番地）へ郵送（当日消印有効）または
直接持参でお申し込みください。
※

内

申込用紙は、下記で配布しているほか、市ホー
ムページからダウンロードできます。

保健師職・社会福祉士・管理栄養士・建築職・
学芸員・土木職（職務経験者）についても別
途募集しています。

▼市では、出産後の体調や授乳、育児などの状況を
確認するため、産婦健康診査を実施します。
　産婦健康診査は、妊娠届出時に配布された「産婦
健康診査受診票」を医療機関へ提示することで、受
診料から５千円を差し引いた額で受診できます。
　また、すでに産婦健康診査を受診し、料金を全額
支払った方は、市・保健医療課（はーとふる内）へ
申請することで助成が受けられる場合があります。
なお、妊娠届出時に産婦健康診査受診票が配布され
なかった方には随時、郵送で配布します。

　　

　　市・保健医療課（はーとふる内）
　　４９-６０５０

「産婦健康診査」のご案内保　健

▼児童手当を受給している方は、現況届を提出する
義務があります。なお、現況届は、６月１日現在で
受給要件に該当するかを確認するためのものです。
　提出がない場合は、６月分以降の受給ができなく
なりますので、忘れずに市・教育委員会子育て支援
課（市役所本庁舎１階）へ提出してください。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　受付期間　

　　【 手続きに必要なもの 】
　　◎現況届（各受給者へ郵送）◎同意書（所得確認用）
　　◎印鑑　　◎受給者の健康保険証の写し　など
　　市・教育委員会子育て支援課　
　　４２-１８０８

「児童手当」現況届の提出について子育て

問

日

内

平成 30 年４月１日以降に出産した方（産婦健
康診査受診日時点で留萌市に住民票がある方）
受診時期・回数
おおむね産後２週間から１カ月までの時期で、
対象者１人につき２回まで
助成額　１回につき上限 5,000 円
※対象外の検査・治療を受けた場合や５千円を
　超えた場合の費用は本人負担となります。
※申請の際は印鑑や領収書などが必要です。
※開始時期などについては、各対象者へ別途お
　知らせします。

問

内

対

▼現在、国内で就労している外国人が多数います。
しかし、その労働状況は、社会保険の未加入や適正
な労働条件が確保されていないなどの問題が依然見
られます。
　厚生労働省では、雇用対策法に基づいた外国人労
働者の適正な雇用管理の指針を定めています。詳し
くは、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.
go.jp/）をご覧いただくか、お近くのハローワーク
または労働基準監督署へお問い合わせください。

　　ハローワーク留萌　　　　４２-０３８８
　　留萌労働基準監督署　　　４２-０４６３

 留萌市以外から
 のお知らせ

６月は「外国人労働者問題啓発月間」
です

在留資格がある外国人を雇用する

外国人の雇い入れ・離職の際は、ハローワーク
へ必ず届け出る

社会保険への加入など適正な雇用管理を行う

◎

◎

◎

「ルールを守って」適正に雇用しましょう！

問
問

６月１日　 ～ 29 日　 
8：50 ～ 17：20（土・日曜日を除く）
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231231

至

　留
萌
駅

留萌信用金庫本店

オロロンひまわり基金法律事務所
　　　　　（信和商事ビル２階４号室）

女性・高齢者の方も
お待ちしています。

オロロンひまわり基金法律事務所

どうぞお気軽にご相談ください
●借金問題の初回相談無料

●業務時間／ 9：00 ～ 18：00  ●休業日／土・日・祝日 

三省堂書店を応援し隊 ★ インフォーメーション

６ 月 の
催　  し

日 所 留萌ブックセンター

日 所 留萌ブックセンター

おとなのためのおはなし会

三省堂書店を応援し隊 事務所（留萌ブックセンター内）☎43-2255問

こどもたちによるこどもたちへのおはなし会 ６月     日㈰ 14:00～

６月     日㈫ 18:30～12

24

　「こどもたちによるこどもたちへのおはなし会」では、小中学生の読み手を募集しています。また、「こどもの
ための親子（祖父母と孫）によるお話し会」では、親子または祖父母と孫の組み合わせの読み手を募集しています。

▼留萌開発建設部では、留萌管内８市町村と宗谷管内幌延町で治水や道路、港湾整備、農業農村整備などの
事業を進めています。詳細は、留萌開発建設部ホームページ（http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/）をご覧ください。

平成 30年度「留萌開発建設部事業費総括表および留萌市関連事業」について 留萌市以外から
 のお知らせ

事 項

治 水

道 路

港 湾 整 備
都市水環境

農業農村整備
水産基盤整備
合 計

平成 30 年度留萌市関連の主な事業

 ・重要港湾　留萌港（南防波堤改良）

平成 29 年度
予　算　額

 ・留萌川河口部改修（導流堤改築など）
 ・危機管理型ハード対策（堤防天端保護など）

 ・深川留萌自動車道　幌糠留萌道路
　（バンゴべトンネル）

 ・国道 231 号　栄町交差点改良

 ・国道 232 号　春日路肩改良

 ・国道 233 号　潮静事故対策

（対前年度比：1.045）

「留萌くらしのなかの法律相談会」
開催のご案内

 留萌市以外から
 のお知らせ

▼市内の士業などで構成する「六友会」では、暮ら
しの中で抱える悩みを無料で相談できる「留萌くら
しのなかの法律相談会」を開催します。弁護士や税
理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士などが
皆さんのさまざまな相談に対応します。
　相談会は１枠 30 分となっており、参加するため
には予約が必要です。開催前日までにオロロンひま
わり基金法律事務所へお申し込みください。
　　６月７日　 ／８日　　18：00 ～ 20：30
　　保健福祉センターはーとふる
　　オロロンひまわり基金法律事務所　
　　５６-４３１２

所
問

日

▼７月１日（更生保護の日）から１カ月間は「社会
を明るくする運動」強化月間です。

【 主な活動 】
◎街頭啓発活動
◎児童生徒「標語・作文コンテスト」
　　留萌地区保護司会
　　（留萌更生保護サポートセンター）
　　４２-００５５　　

問

７月は「社会を明るくする運動」強化
月間です

 留萌市以外から
 のお知らせ

　地域住民の連携を強め、犯
罪や非行を抑制する力を増進
することを目的として、啓発
活動を行います。

※農業農村整備および水産基盤整備を除き、工事諸費は含まれていません。
※端数処理しているため、合計額が一致しない場合があります。
　　留萌開発建設部広報官　　　４２-２３９３問

平成 30 年度
予　算　額

18億 9,200 万円

86 億 5,500 万円

9億 6,900 万円
1億 3,400 万円
11 億 9,200 万円
８億 7,000 万円
137 億 1,200 万円

19 億 5,700 万円

84 億 0,900 万円

7億 4,400 万円
1億 7,500 万円
11 億 0,100 万円
７億 4,000 万円
131 億 2,600 万円

「こころの健康相談（一般相談・思春
期相談）」のご案内

 留萌市以外から
 のお知らせ

▼留萌保健所では、平成 30 年度「こころの健康相
談（一般相談・思春期相談）」を開設します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　　
●一般相談
　【会場：留萌保健所】
　・　　　　　　　14：00 ～ 16：00
　・ 　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・　　　　　　　14：00 ～ 16：00
　【会場：留萌保健所または羽幌町保健センター】
　・　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・ 　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・ 　　　　　　　15：00 ～ 17：00
●思春期相談
　【会場：留萌保健所】
　・　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　・　　　　　　　15：00 ～ 17：00
　　相談内容　
　　①

　　②

　　③

※

　　留萌保健所健康推進課　
　　４２-８３２７／４２-８３２４

統合失調症やうつ病、認知症、依存症、高次
脳機能障害、自殺関連の相談
発達障がいや引きこもり、登校拒否、家庭内
暴力、非行、性の問題 
家庭や職場、学校での人間関係問題

日 所

事前予約が必要となりますので、開催日前の週
末までに下記へお申し込みください。

一般相談の会場の一部で「留萌保健所または羽幌
町保健センター」となっていますが、いずれかの
会場のみでの対応となりますので、あらかじめご
了承ください。（開設月ごとで、最初の相談希望者
の都合の良い会場での実施とさせていただきます）
問

内

申

　　募集期間　６月５日　 ～７月 13 日
　　留萌地域人材開発センター（パワスポ留萌）
　　15 人
　　受講無料
　　※テキスト代、各種検定受験料は別途
　　留萌地域人材開発センター
　　４２-０３４８

「ＯＡ経理科受講生募集」のご案内 留萌市以外から
 のお知らせ

問

▼留萌地域人材開発セン
ターでは、ＯＡ経理科（訓
練 期 間： ８ 月 28 日　 ～
11 月 22 日　 ）の受講生
を募集しています。
　パソコン基本操作や会計
事務の流れなどについて知
識と技能を習得し、資格取
得を目指します。
日

費

所
定

▼「借金の悩み」「預金や融資、保険など金融全般」
について無料で相談できる「借金・金融一般相談会」
を開催します。会場では、北海道財務局の専門相談
員が皆さんの相談に対応します。予約は不要ですの
で、直接会場にお越しください。なお、相談内容な
ど秘密は厳守します。
　　６月 22 日　　9：00 ～ 12：00
　　北海道留萌合同庁舎１階 102 号会議室

　　北海道財務局相談員直通
　　０１１-８０７-５１４４／０１１-８０７-５１４５

「借金・金融一般相談会」開催のご
案内

 留萌市以外から
 のお知らせ

◎多重債務者相談窓口

◎金融ほっとライン

◎中小企業等金融円滑化相談窓口

常設窓口でも相談を受け付けています

011-807-5144

011-807-5145

011-729-0177

問

日
所

月
月
月

月
月
月

月
月
月
月

日
日
日

日
日
日

日
日
日
日

６
９
10

12
１
２

７
８
11
３

８
11
12

11
８
12

２
７
13
19
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「後期高齢者医療制度」のお知らせ
～平成 30年度の保険料・ジェネリック医薬品について～

　　市・市民課　　　４２-１８０５
　　北海道後期高齢者医療広域連合　　　０１１-２９０- ５６０１問
問

１年間の保険料【  限度額 62 万円 】
※ 100 円未満切り捨て

所得割【 被保険者本人の所得に応じた額 】
（Ｈ 29 年中の所得－ 33 万円）× 10.59％

均等割【 １人当たりの額 】
5 万  205 円

　保険料の計算方法

「特定健診・がん検診」実施のご案内

●がん検診などが受診できる医療機関

●対象者および料金　　　

医療機関

荻 野 病 院

川 上 内 科 医 院

たけうち内科循環器内科医院

西原腎・泌尿器科クリニック

藤 田 ク リ ニ ッ ク

留 萌 記 念 病 院

留萌セントラルクリニック

わたべ整形外科医院

市 立 病 院

札幌複十字総合健診センター

42-1406

43-6451

42-8820

56-1678

42-1660

42-0271

43-9500

42-5011

49-1011

011-700-1331

電話番号
項　　目

特定健診 胃がん 胃カメラ 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

○

○

×

×

○

○

×

×

○

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

○

○

×

○

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

項　　目

特 定 健 診

心 電 図

胃 が ん

胃 カ メ ラ

肺 が ん

肺がん（喀
かくたん

痰 検 査 ）
大 腸 が ん
　  
　　　

　   

　   

乳 が ん

対象者
料　　金

一　般 市国保 75歳以上

3,200 円

4,500 円

1,500 円

1,000 円

   500 円

3,000 円

2,000 円

①

①

2,400 円

子
　
宮
　
が
　
ん

   500 円

   500 円

1,000 円

2,000 円

1,000 円

無料

   500 円

1,000 円

1,000 円

①

②

1,000 円

   500 円

   500 円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

 ・国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で 40 歳以上の市民

 ・特定健診を受診する方

 ・40 歳以上の市民

 ・50 歳以上の市民

 ・40 歳以上の市民

※必要がある場合に実施

 ・40 歳以上の市民

 ・20 歳以上 41 歳以下の女性市民

 ・42 歳以上の女性市民

 ・子宮がん検診を受診する方

 ・子宮がん検診を受診する方

 ・35 歳以上の女性市民

頸部 +ＨＰＶ検査
　（ヒトパピローマウイルス検査）

頸 部 の み

頸 ・ 体 部

超 音 波 検 査

　　受診する医療機関に直接お申し込みください。
　　※医療機関ごとに健（検）診日時などが異なりますので、申し込みの際にご確認ください。
申

▼市では、下記の医療機関で受診することができる「特定健診・がん検診」の個別健（検）診を
実施しています。なお、受診する際は、事前に電話予約が必要となる場合があります。

【 特定健診についてのお問い合わせは 】　　　市・市民課　　　　　　　　　　　　４２-１８０５
【 がん検診についてのお問い合わせは 】　　　市・保健医療課（はーとふる内）　　　４９-６０８０

◎生活保護世帯の方は、検診料金が無料となります。
　※受診の際に市・社会福祉課が発行する「受給証明書」をご持参ください。
◎胃カメラ検査、子宮がん・乳がん検診は２年に１回の受診となります。

問
問

（①頸部のみの料金に 1,000 円追加／②頸部のみの料金に 500 円追加）

■平成 30 年度の保険料は７月中旬にお知らせします
▼平成 30 年度の保険料は、７月中旬に個別で通知書を郵送してお知らせします。なお、保険
料のお支払いが困難な場合は、お早めに市・市民課へご相談ください。
※保険料のお支払いが困難な方（災害・失業などで所得が大幅に減少した場合やその他の特別
　な事情で生活が著しく困窮している場合など）は、保険料の減免を受けることができる場合
　があります。

　保険料のお支払い方法

　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」または「口座振替」のいずれかを選ぶことが
できます。ただし、次のいずれかに該当する方は、「年金からのお支払い」をすることができ
ませんので、「納入通知書」または「口座振替」でお支払いください。

■ジェネリック医薬品の利用について
▼医療機関で処方される薬には、「新薬（先発医薬品）」と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」
があります。ジェネリック医薬品の処方をご希望の方は、医師や薬剤師へお問い合わせください。

　効き目・安全性 　価　　格

　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・
効能があり、厚生労働省の基準を満たしてい
る安全な薬です。

　ジェネリック医薬品を利用することで、薬代
が安くなります。薬によっても異なりますが、
新薬よりも５割以上安くなるものもあります。

ジェネリック医薬品を希望する場合は、主治医や薬剤師に必ず相談しましょう。

【 「年金からのお支払い」ができない方 】
◎年金から介護保険料が引かれていない方（年金額が年額 18 万円未満の方）
◎介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金の受給額の半分を超えている方

◎１年間の保険料の上限額は 62 万円です。
◎所得が少ない方は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
◎年度の途中に加入した場合は、加入した月から月割で計算します。
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からだ こころすこやか イキイキすこやか イキイキ

■各施設のご紹介

■こんにちは！るもい健康の駅です■
「るもい健康の駅をぜひご利用ください②」

　　るもい健康の駅　　　４３-８１２１　　　http://www.cohortopia.jp/eki問 ＨＰ

【 開館日 】火・金・土・日 ９：00 ～ 17：00 ／ 水・木 ９：00 ～ 20：30 （20：00 受付終了）　

【 休館日 】月曜日、祝日

　るもい健康の駅の１階施設「厨房・健康サロン」「ホール」は、
健康づくりに関する内容や高齢者の集いなどの場合に利用するこ
とができます。皆さんの健康と交流の場としてぜひ活用ください。
　なお、ご利用の際は、事前の申し込みが必要となります。るも
い健康の駅へお問い合わせください。

【 利用上の注意 】※５人以上の市民団体などがご利用いただけます。
◎厨房・健康サロンおよびホールをご利用の際は、利用日の３日前までに「施設利用申込書」を必ず提
　出してください。なお、施設利用申込書は、るもい健康の駅の窓口で配布しているほか、るもい健康
　の駅ホームページでダウンロードすることができます。
◎営利目的でのご利用や毎週実施する定期的なサークル活動としての反復継続的なご利用については、
　お断りしています。あらかじめご了承ください。

ホール
（収容人数：40 ～ 60 人）

厨房・健康サロン
（収容人数：30 ～ 40 人）

広報るもい　2018（平成 30）年 ■６月号

藤田クリニック６月 10日の
日曜当番医院

宮園町１丁目   ☎42-1660　9：00～17：00

※上記以外の日曜日、祝日および夜間の診療は、かかりつけの病院（医院）へお問い合わせください。
※市立病院は二次医療病院として、全ての「土・日曜日、祝日」「夜間」に対応しています。

健康コラム
「歯周病は早期対応で治ります！」

　“歯周病”は生活習慣病の一つで、
成人の約８割が発症していると言わ
れています。また、近年、小学生か
ら20代までの若年層が発症する「若
年性歯周病」も増えており、今や歯
周病は国民病として、誰もが注目す
べき病気です。
　しかし、歯周病は早期に対応する
ことで治すことができる病気でもあ
ります。歯周病は、歯垢による細菌
感染で起こるため、歯磨きの際に歯
ブラシで歯と歯肉の間をブラッシン
グをしたり、歯間もフロスなどで清
掃することで予防できます。ただ、
どんなに丁寧に歯磨きしても歯垢は
取りきれないことも多く、歯石と
なった場合には専用の器具で除去す
る必要があります。
　歯が痛くなくとも定期的に歯科医
院で口腔内の状態を診てもらい、ケ
ア方法について聞いてみましょう。

はーとふる
☎49-6050

【 乳幼児健診 】

保健福祉センターはーとふる

◎対象児には事前に文書でお知らせします。

５
12
19
26

日
日
日
日

１歳６カ月児
９ カ 月 児
３ 歳 児
４ カ 月 児

（28 年
（29 年
（27 年
（30 年

◎料金は１回500円です。

対象は１歳６カ月以上の幼児です。対象の月齢以下でも上
の歯が４本以上あり、フッ化物塗布を希望する場合はご相
談ください。

【 フッ化物塗布（予約制） 】

７日 10：00 ～ 11：00 13：00 ～ 15：30

乳幼児の発育や発達などについてご相談ください。

【 母子健康・栄養相談（乳幼児） 】

７日 9：30 ～ 11：30 13：00 ～ 15：00

健康や栄養などについてご相談ください。

【 一般健康・栄養相談（乳幼児～成人） 】

11 月
８月
５月
２月

生まれ
生まれ
生まれ
生まれ

）
）
）
）

【 受　付 】
13：00
～ 13：30

軽運動や体操などを行います。（時間内の出入りは自由）

【 ピンピンからだ広場 （おおむね 65歳以上）】

毎週月曜日
毎週金曜日

10：00 ～ 12：00
13：30 ～ 15：30

※各種予防接種やがん検診は、広報るもい４月号（No.721）
に折り込みした用紙（ピンク色）「留萌市保健予防事業一覧」
をご覧ください。

※各イベントは、事前の申し込みが必要です。詳しくは、るもい健康の駅ホームページ
　（http://www.cohortopia.jp/eki）をご確認ください。【 ６月のイベント 】

☎43-8121
【開館時間】 9：00～17：00／9：00～20：30（水・木）
　　　　　※20：00以降は入館できません休館日 月曜日・祝日るもい健康の駅

基礎老年医学講座⑫「認知症の理解と地域の安心について」
講師：札幌医科大学 教授  小海 康夫　氏

 ・

13:30 ～ 15:30

9:30 ～ 11:30

日
日
日

日

日

日

日

日
日

２
９
13

15

23

23

26

27
30

「オレンジカフェ留萌 in 港南コミセン」会場：港南コミュニティセンター（沖見町 5丁目）

マンスリー健康講話「知っていますか？たんぱく質の重要性～食べて・動いて一生現役！～」
講師：北海道ファーマライズ ( 株 ) 大町薬局 薬局長 管理薬剤師  吉田 龍　氏

 ・

 ・

13:00 ～ 14:00

 ・9:30 ～ 11:30
らくらく介護③「福祉機器で負担軽減」会場：パワスポ留萌（南町１丁目）13:00 ～ 15:30
基礎老年医学講座⑪「糖尿病合併症と生活習慣病」講師：札幌医科大学 教授  小海 康夫　氏
 ・

13
27

日
日

13：30 ～ 14：30
10：30 ～ 11：30

幌糠コミュニティセンター
沖 見 児 童 セ ン タ ー

13:30 ～ 15:30 認知症サポーター養成講座（13:30 ～ 14:30）＋ オレンジカフェ留萌（14:30 ～ 15:30） ・

市民ＢＬＳ（一次救命処置）とＡＥＤ体験講習会13:00 ～ 14:30  ・

13:30 ～ 15:30 「オレンジカフェ留萌 in 港南コミセン」会場：港南コミュニティセンター（沖見町 5丁目） ・
らくらく介護④「排せつの介助」会場：パワスポ留萌10:00 ～ 12:30  ・

▼健康サロン

【 健康サロン 】
◎丸テーブル８台　　◎椅子 32 脚

【 厨　房 】厨房使用料（１団体）１時間 500 円

※フライパンなどの調理器具や食器などを備えています。

◎長テーブル 14 台　　◎椅子 50 脚　　◎ヨガマット 20 枚

※スクリーン、マイクも完備しています。
※運動する場合の収容人数は 15 人程度です。
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情 報

朝　8：05～8：10／夕　5：05～5：10

広報るもいは再生紙を使用しています

　　留萌市情報プラザ
災害時は 76.9MHz
留萌市とエフエムもえるは
災害協定を結んでいます

毎週

月～金
曜日

FM 76.9MHz
エフエムもえる

人口と世帯数 平成３０年４月末現在

・総人口 ２１，５０８ 人  （＋　１０ 人 ）
・　男 １０，２７８ 人  （＋　２３ 人 ）
・　女 １１，２３０ 人  （－　１３ 人 ）
・世帯数 １１，７１１ 世帯 （＋　６４世帯）

※（　）内は前月比

人 口 動 態 平成３０年４月末現在

・出　生 ………６人
・死　亡 ……２５人

・転　入 …３７０人
・転　出 …３４１人

あなたが知りたい「市政のいろいろ」について、市の
職員が直接出向き、分かりやすく説明します。

お申し込み・お問い合わせは☎42‐1809まで気軽にお申し込みください

お茶の間トーク

市役所宛ての郵便物は下記郵便番号と宛て名
（留萌市役所・担当課）で届きます。
〒077-8601 留萌市幸町１丁目11番地

ホームページ http://www.e-rumoi.jp/

電子メール kikaku@e-rumoi.jp

困ったときは
相談しましょう
■市民相談
市民課

☎56-5003
……………………………
■健康・栄養相談
保健福祉センターはーとふる

☎49-6050
……………………………
■教育相談電話

学校教育に関すること
教育委員会学校教育課

☎42-3006
……………………………

児童福祉に関すること
教育委員会子育て支援課
家庭児童相談室

☎42-1808
……………………………

社会教育に関すること
教育委員会生涯学習課

☎42-0435
……………………………
■高齢者に関する相談
地域包括支援センター

☎49-6060
……………………………
■防災相談
総務課

☎56-5005

留萌市市民憲章
　わたくしたちは美しい日本海と留萌川にそう山々の緑にか
こまれた留萌の市民です。港を中心に栄える産業都市、豊か
で健康な文化都市がわたくしたちのねがいです。このねがい
を実現するため市民憲章をさだめます。

▲市の木「アカシア」

▲市の花「ツツジ」

留 萌 市 アンテナ
■下記以外のお問い合わせ
　総　務　課 ☎42-1801
………………………………
■市の財政、地籍調査など
　財　務　課 ☎42-1813
………………………………
■道市民税など
　税　務　課
　　市民税係 ☎56-5004
………………………………
■固定資産税など
　その他の係 ☎42-1804
………………………………
■広報、町内会、市民活動など
　政策調整課 ☎42-1809
………………………………
■農業、漁業、林業など
　農林水産課 ☎42-1837
………………………………
■商工業、観光、港湾など
　経済港湾課 ☎42-1840
………………………………
■生活保護、障がい者福祉など
　社会福祉課 ☎42-1807
………………………………
■戸籍、各種証明、国保・後期、
　医療費助成など
　市　民　課 ☎42-1805
………………………………
■道路、公園など
　都市整備課 ☎42-2010
………………………………
■市営住宅、建築確認申請など
　建築住宅課 ☎42-2025
………………………………
■上下水道の料金・トラブルなど
　上下水道課
　上水道係 ☎42-5151
　下水道係 ☎42-2049
………………………………
■ごみの分別、公衆衛生など
　環境保全課 ☎42-1806
………………………………
■市内の小中学校など
　学校教育課 ☎42-3006
………………………………
■児童手当、保育園など
　子育て支援課 ☎42-1808
………………………………
■社会教育、スポーツなど
　生涯学習課 ☎42-0435
………………………………
■健康づくり、介護保険など
　保健医療課 ☎49-6050
　介護支援課 ☎49-6070
………………………………
■高齢者相談、介護予防など
　地域包括支援センター
 ☎49-6060

………………………………
■粗大ごみ収集の申し込みなど
　留萌南部衛生組合 
 ☎43-2555

主な電話番号

１　海の資源や山の緑を大切にして美しい市
まち

にしよう。

１　人に迷惑をかけず公共の物を大切にして清潔な市
まち

にしよう。

１　きまりを守り、みんなでたすけ合う秩序ある市
まち

にしよう。

１　働くことによろこびをもって、仕事に精を出し豊かな市
まち

にしよう。

１　丈夫なからだとあかるい心をもち、平和な市
まち

にしよう。

納 税 に つ い て

非常食を備蓄していますか？

　  市・総務課　　　  ５６‐５００５問

　保存できる食料などを日常の生活の中で使いながら、非常食として備蓄する「ローリン
グストック法」という方法があります。ぜひ参考にしていただき、皆さんの防災活動にお
役立てください。

②賞味期限の短いものから消費する

③消費した分を補充する

◎まずは、レトルト食品や缶詰、カップ麺などの備蓄品を多めに
　購入します。各家庭で備蓄量が異なりますので、賞味期限内で
　使い切れる量を目安に購入しましょう。

◎購入した備蓄品の中から、賞味期限の短いものか
　ら順に消費しましょう。

◎消費した分を補充しながら、いつも一定の量を保
　つように心掛けましょう。

①備蓄品を購入する

　大規模災害でライフラインの供給が止
まってしまった場合、外部からの支援が
届くまでの期間を自力で生活しなければ
なりません。このため、非常食（水や食
料）の備蓄が重要となります。
　非常食の備蓄は、万全を期するために
もできれば１週間分（少なくても３日分）
を用意するように心掛けましょう。

成 人 の 場 合、 １ 日 当 た り １ 人
2,000 キロカロリーが目安です。

（米、レトルト食品、缶詰など）

成人の場合、1 人３リットルが目
安です。給水を受けるためのポリ
タンクも用意しましょう。

食　料

飲料水

②と③を繰り返す
ことで一定の備蓄
量を保つことがで
きます。

【 ローリングストック法について 】

防災コラム①（全４回）▼今月号から４回にわたり、防災に役立つ情報を発信します。

このほか、卓上カセットコンロやガスボンベ（ガ
スボンベは予備も準備）なども必要です。

●今月納期の市税　・市道民税　１期
　　　　　　　　　　　　納期限    ７月２日
●夜間納税相談窓口　６月14日　 ／28日　 20：00まで

●休日納税相談窓口　６月 24 日　  9：00 ～ 17：00
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